
（「ブロードバンド時代における番組制作に関する検討会」－資料） 

プロダクションとの委託取引契約方針の見直し等につい

平成１５年１

日

 
 ＮＨＫでは、プロダクションとの委託取引契約について、より合理的で

を確保したものとするため、平成１５年７月末に次のような見直しを組織

しい契約方針の実効があがるよう関係団体とも協議を継続している。 
 
（１）契約方針見直しの骨子 
 
 ①著作権を共有することになる再委託番組における制作プロダクショ

について、平成１６年度からは契約によって、ＮＨＫを「共有権利の代

と定める。 
 ②アニメ番組については、プロダクションが企画し、キャラクター原案

作成まで行うものについては、ＮＨＫとの間で権利を共有し使用権の

収入配分等について契約する新しい委託形態を取り入れるなど、アニ

殊性にあわせた委託形態に整理する。 
 ③放送コンテンツの流通をより一層推進するために、ＮＨＫが代表行使

も、プロダクションにノウハウがある場合は、番組の二次展開に積極

ていただく。 
 ④これまでも実施していたが、委託制作だけでなく、プロダクションが

する番組を予約的に購入する制度の活用を促す。 
 
（２）ＡＴＰ、日本動画協会との協議 
 
 ○ＡＴＰとの協議 
  ・ＡＴＰは、今回のＮＨＫの契約方針見直しに歓迎を表明。これを受

託番組に関する新契約方針に係る諸事項（代表行使期間、一定期間

えたＮＨＫでの使用条件、権料収入配分、クレジット表記等）につ

して協議。 
  ・委託契約の全般に亘って実態と形態に矛盾がないか検証・整理する

て合意。 
 ○日本動画協会との協議 
  ・日本動画協会は、今回のＮＨＫの契約方針見直しを評価すると表明

  ・方向性を確実なものにするため、今年度後期に放送が予定されてい

組で試行を開始。 
  ・今後、コンペ方式による番組開発も検討。 
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